
京都市交通局管理規程第７号  

京都市乗合自動車旅客運賃条例施行規程の一部を改正する規程を公布する。 

平成２３年３月２５日 

京都市公営企業管理者   

交通局長 葛西 宗久   

京都市乗合自動車旅客運賃条例施行規程の一部を改正する規程 

京都市乗合自動車旅客運賃条例施行規程の一部を次のように改正する。 

別表第１第２号中 

「 

快速6 四条大宮，二条駅前，佛教大学前 

快速9 

西賀茂車庫前，神光院前，大宮総門口町，大宮田尻町，上賀茂御薗

橋，加茂川中学前，下岸町，上堀川，東高縄町，下鳥田町，北大路

堀川，堀川寺ノ内，堀川今出川，堀川中立売，堀川丸太町，堀川御

池，四条堀川，堀川五条，七条堀川，京都駅前 

」 

を 

「 

快速6 四条大宮，二条駅前，佛教大学前 

」 

に改め，同表第３号中 

「 

65 岩倉操車場前～四 条 烏 丸 
上終町京都造形芸大前，田中大久保町，熊野

神社前，烏丸丸太町 

 」 

を 

「 

65 岩倉操車場前～四 条 烏 丸 
松ヶ崎海尻町，高木町，高野，熊野神社前，

烏丸丸太町 

」 

に改める。 

 



別表第２第１１号を次のように改める。 

 （11）31号系統・65号系統 
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別表第２第１５号を次のように改める。 

（15）69号系統 
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 別表第２第３３号を次のように改める。 

（33）西6号系統 

円

160

円

160 180

円

160 180 230

円

160 160 180 230

桂

駅

西

口

桂

坂

中

央

桂

イ

ノ

ベ

ー
シ

ョ
ン

パ

ー

ク

前

樫

原

鴫

谷

三

ノ

宮

街

道

 

附 則 

この規程は，平成２３年３月２６日から施行する。 

（交通局企画総務部企画課） 

（交通局自動車部運輸課） 


